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 はじめに

　新型コロナウイルス感染症の拡大は食料・農業の分野にも様 な々影響を及ぼしています。私たち
は食料品を手に入れるという「当たり前」のことが如何に危ういかを痛感し、食料品を届けるという
生協の基本的役割にも大きなリスクがあることを認識しました。食料を安定的に調達し届けること、
人々が安定して購入できる状態を維持することは大変重要なことであり、それはまさに「消費者の
願い」の根底にあるものと言えます。

　食料品の貿易は比較優位1の原理に従ってグローバルに拡大してきました。しかし、不安定な情
勢の中、人々が生きていく上で欠かせない食料の供給を輸入に委ねてしまうことへの不安感は増大
しています。新型コロナウイルスのワクチンが開発されたとしても新たな感染症が発生する可能性も
あり、また、頻発する大規模自然災害でも同様に危機は起こりえます。日本の農業を支え、食料を
自給していく力を確保していく重要性が高まっています。

　政府の「食料・農業・農村基本計画」の5年ぶりの改定を前に、日本生協連理事会のもとに食料・
農業問題検討委員会を設置して次の2点について検討してきました。

　① 国の新たな「食料・農業・農村基本計画」への意見をまとめること
　② 食料や農業に関わる生協の事業・活動の課題を明らかにすること

　①の政府基本計画への意見書は新型コロナウイルス感染症が本格化する前にとりまとめ、2020年
1月15日に農林水産省に提出しました。その後、2020年3月末に閣議決定された新たな政府基本
計画では私たちが意見書で要望した事項の多くに言及されています。しかし、5兆円の輸出目標と
いった外需頼みの成長戦略など、コロナ後の状況に必ずしも整合的でない部分も残しており、今後
の政策がどのように展開されていくのか引き続き注視していくことが必要です。

　②の生協の事業・活動の課題については「消費者の願い」を基本フレームとして第Ⅰ章で整理し
ました。また第Ⅱ章ではコロナ後の状況で生協が今後さらなる役割を発揮していく上での問題意識
を提示しました。新型コロナウイルス感染症により、これまでの社会の仕組みそのものが厳しい現
実にあり、これまで手をつけることができなかった様 な々問題が顕在化され変革が求められていま
す。世界中の人々が同じく対応を模索する中で、現状では必ずしも解決策の見通せないテーマにつ
いても思い切って議論の俎上に載せる必要があると考えたためです。

　本委員会報告を素材として各生協や生協間連帯の場で議論が深まり、生協が地域に無くてはなら
ない存在になっていけることを期待します。

食料・農業問題検討委員会
委員長　畑　忠男

1	経済学者リカードが提唱した貿易理論における最も基本的な概念。自由貿易において各経済主体が自身の最も優位な分野に
特化・集中することで、それぞれの労働生産性が向上し、双方の利益になることを説明。
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委 員 長 畑　 忠男 京都生活協同組合　理事長　／日本生協連理事

委　　員

小松 　均 生活協同組合コープさっぽろ　執行役員

石川 雅子 みやぎ生活協同組合　理事

山内 明子 コープデリ生活協同組合連合会　常務理事

辻　 正一 パルシステム生活協同組合連合会　執行役員

宮﨑 泰成 生活協同組合ユーコープ　執行役員

磯村 隆樹 生活協同組合コープあいち　常勤監事

久保 幸雄 大阪いずみ市民生活協同組合　専務理事

榎本 裕一 生活協同組合コープこうべ　常務理事

西山 修司 生活協同組合おかやまコープ　常務理事

福浪 美紀 生活協同組合コープやまぐち　常任理事　／日本生協連理事

高山 和士 生活協同組合コープかごしま　専務理事

山本 克哉 日本生活協同組合連合会　常務理事

担当役員 藤井 喜継 日本生活協同組合連合会　専務理事

＜食料・農業問題検討委員会　委員（敬称略）＞

第 1 回
2019年 6 月 5 日（水）

・学習講演「日本の食料・農業問題と政策」
東京大学大学院農学生命科学研究科　教授　中嶋 康博 氏

・委員生協の取り組みに関する情報交換

第 2 回
2019年 7 月10日（水）

・学習講演「人と農をつなぐ」
マイファーム（株） 代表取締役　西辻 一真 氏

・報告「第 10 回全国生協産直調査の概要と生協産直への提言」

第 3 回
2019年10月 1 日（火）～
　　　　　 2 日（水）

・農地所有適格法人ふくいレインボーファーム（株）視察
（食品加工センター、あわら農場、他）
・講演「福井県民生協の農業へのチャレンジについて」

福井県民生協　専務理事　松宮 幹雄 氏
・議論の進め方と基本フレームに関する検討

第 4 回
2019年11月20日（水） ・政府基本計画への意見書の検討

臨時委員会
2020年 1 月14日（火） ・政府基本計画への意見書の確認

第 5 回
2020年 2 月 6 日（木） ・委員会報告（骨子案）の検討

第 6 回（Web会議）
2020年 6 月24日（水）

・政府基本計画の報告
・委員会報告（中間報告案）の検討

第 7 回（Web会議）
2020年 8 月19日（水）

・理事会、地連運営委員会等で寄せられた意見の検討
・委員会報告（答申案）に関する議論、確認

＜委員会開催経過＞
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　1999年に制定された食料・農業・農村基本法は、「農業」に「食料」「農村」を並置することによって、
「業」のための法律から「公共」のための法律へと大きく幅を広げました。政府はそれ以降5年毎に
「食料・農業・農村基本計画」（以下、政府基本計画と略す）を改定し施策をまとめています。日本
生協連もこの改定にあわせて政府への提言と生協の方針検討を重ねてきました。

　日本生協連でのこれまでの議論には「消費者の願い」に立脚しながら、消費と生産の関係をより
深めていこうとする方向性や、生協という仕組みを地域の関係者との連携の中で活かしていこうとす
る方向性を見ることができます。それは当然のことながら「社会に開かれた生協（2010年ビジョン）」
や「地域社会づくりへの参加（2020年ビジョン）」といった
生協全体のビジョンの方向性と重なるものです。

　2030年ビジョンは“つながる力で 未来をつくる”をメ
ッセージとして2020年6月の日本生協連通常総会におい
て決定しました。その中では「作り手の想いをつなぐ」「地
域のネットワークの一翼を担う」など、さらに一歩、地域
に踏み込む能動的な構えを表明しています。

 １．消費者の願い

　日本の食料自給率２（カロリーベース）は2018年には37％まで低下しました3。国内消費量（分母）
が縮小する中でも、それ以上に国内生産（分子）が減少した結果と言えます。世界的には人口増加
に伴い食料需要が増大し続け、一方で気候変動などの影響により食料生産の不確実性が高まって
います。2007 ～ 2008年の世界食料危機後、食料品の価格は落ち着きを見せていましたが、新型
コロナウイルス感染症への対応の中でもいくつかの国で食料の輸出規制の動きが見られるなど潜在
的不安定性は継続しています。自由貿易協定が相次いで発効し食料の輸出入が活発になる一方で、
グローバルな貿易に頼るだけでは不安定感を解消することはできません。私たちの「確かな食」のた
めには、足元の「元気な農」が欠かせません。農地や労働力、農業技術（種子の品種改良や栽培・
飼育技術、機械・施設の改良、他）など農業の基盤を国内に確保する必要があります。

　現状、国内農業の基盤は脆弱で食料自給力の低下傾向に歯止めがかかりません。農業就業人口
は1990年の4割以下に減少し、うち基幹的農業従事者も半減しました。農業者の高齢化も進んで
います。また、農地も国の見通し以上のペースで減少し、荒廃農地は30万 haレベルで高止まりし、
再生利用が困難と見込まれる割合が増大しています。人口構造の変化が地域毎の条件の差を伴い
ながら急速に進行し地域社会の姿を大きく変貌させていく中で、このままでは国内農業の基盤を育
むべき地域社会自体が崩壊しかねない状況にあります。

つながる力で
未来をつくる

2	国内の食料供給に対する国内生産の割合を示すもの。その目標については、食料・農業・農村基本法第 15 条に基づき、国内
の農業生産及び食料消費に関する指針として、政府基本計画において定めることとされている。総合食料自給率の示し方と
してカロリーベースと生産額ベース等がある。また、その他の指標もある。（参考資料参照）

3 2019 年度の総合食料自給率（カロリーベース）は 2020 年 8 月に発表され、前年度から 1 ポイント上昇の 38％となった。要
因として小麦の単収が増加したこと等が挙げられている。

　　 消費者の願いと生協の取り組み
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セージとして2020年6月の日本生協連通常総会において
決定しました。その中では「作り手の想いをつなぐ」「地域
のネットワークの一翼を担う」など、さらに一歩、地域に踏
み込む能動的な構えを表明しています。

消費者の願い

　「元気な農」の基盤として「豊かな地域」があり、逆に「元気な農」によって「豊かな地域」をつくり出し
ていく必要があります。

　今日、食料・農業の問題に限らず世界は実に多くの問題を抱え、根本的な転換を迫られています。
一誰「、れさ唱提が）標目発開な能可続持連国（sGDSに年5102てしと標目通共・語言通共のめたのそ

人取り残さない」「つづく未来」をめざす世界的潮流が生まれています。「世界がぜんたい幸福にならな
いうちは、個人の幸福はあり得ない」 とは宮澤賢治の残した言葉ですが、私たち消費者一人ひとりの
エシカルな意思としてこれを理解し、世界につながる姿勢が求められています。残念ながら、新型コ
ロナウイルス感染拡大の影響もあって世界の貧困率は逆に上昇し、貧困・飢餓撲滅の達成は一層困難
となってきています。日本にとっての安定調達が世界の飢餓につながるような事態は避けなければい
けません。「つづく未来」のためにも日本の「元気な農」が必要です。

　消費者の食料と農業への願いは多様にあり、個々の価値観によって、また時代や状況によってその
重点の置き方は様々であり得ます。そのことを前提としながらも、今日、私たちの目指す「消費者の願い」
として次の4つを提起します。この「消費者の願い」を実現する方向で食料の生産・流通など社会の仕
組みを変えていくことが、結果として日本の食料自給力を強化し、SDGs 達成への貢献にもつながって
いくと考えています。

4 宮澤賢治が岩手国民高等学校（農村指導者を養成するための集合講座）の講師を務めた際に講義用として執筆した『農民芸
術概論要綱』の序論に記されている言葉。

①日本の農業を元気にしたい（元気な農）
②安全・安心で新鮮な農産物・食品を食べ続けたい（確かな食）
③豊かな地域社会や自然環境を守りたい（豊かな地域）
④食や農業について知り、日本の食文化を未来につなぎたい（つづく未来）

　Ⅰ
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　「元気な農」の基盤として「豊かな地域」があり、逆に「元気な農」によって「豊かな地域」をつくり
出していく必要があります。

　今日、食料・農業の問題に限らず世界は実に多くの問題を抱え、根本的な転換を迫られています。
そのための共通言語・共通目標として2015年に SDGs（国連持続可能な開発目標）が提唱され、「誰
一人取り残さない」「つづく未来」をめざす世界的潮流が生まれています。「世界がぜんたい幸福に
ならないうちは個人の幸福はあり得ない」4とは宮澤賢治の残した言葉ですが、私たち消費者一
人ひとりのエシカルな意思としてこれを理解し、世界につながる姿勢が求められています。残念な
がら新型コロナウイルス感染拡大の影響もあって世界の貧困率は逆に上昇し、貧困・飢餓撲滅の
達成は一層困難となってきています。日本にとっての安定調達が世界の飢餓につながるような事態
は避けなければいけません。「つづく未来」のためにも日本の「元気な農」が必要です。
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の重点の置き方は様々であり得ます。そのことを前提としながらも、今日、私たちの目指す「消費者
の願い」として次の4つを提起します。この「消費者の願い」を実現する方向で食料の生産・流通な
ど社会の仕組みを変えていくことが、結果として日本の食料自給力を強化し、SDGs 達成への貢献
にもつながっていくと考えています。
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②安全・安心で新鮮な農産物・食品を食べ続けたい（確かな食）
③豊かな地域社会や自然環境を守りたい（豊かな地域）
④食や農業について知り、日本の食文化を未来につなぎたい（つづく未来）
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２．取り組み課題

（1）「元気な農」に向けて

　新型コロナウイルス感染症は長大化・複雑化した現在の仕組みの弱点を突く形で様 な々問題を浮
き彫りにしました。例えば、学校が一斉休校することで牛乳などが行き場を失い、外食産業や輸
出向けの農産物は需要の急速な縮小によって大量に廃棄や処分販売を余儀なくされました。また、
外国人技能実習生の入国制限による労働力不足によって生産縮小を余儀なくされ、そもそも収穫も
できないまま放置されたケースも発生しました。突発的な変化の下でも日々生産を継続せざるを得
ない農産物に適切なサポートが求められます。また、日本の農業を生産から消費に至る食品供給の
仕組みの中で支えていくようにするためには、農業と加工・流通等との結びつきに柔軟さと強靭さ、
また、その全体を最適に調整するフードチェーンを構築していく必要があります。

　世代交代の中で、未来を切り拓こうとする積極的な農業経営も徐々に登場してきています。規模
の大小に関わらずそうした意欲的な生産者を生協が応援していくことが必要で、また、そうした生
産者からパートナーとして選ばれる努力が必要と言えます。今日、生協宅配は巨大な流通事業に成
長しました。しかし、全体の規模拡大にともなって、天候等による生産量変動と市場価格の影響
等による注文数変動の両面から生じる受給のギャップも大きくなっています。生協との取引は生産
者側から見て大きなリスクとなっており、成長しつつある意欲的な生産者から出荷先として選ばれ難
くなってきています。情報通信技術も活用しながら、生産・供給の波動に対応できる柔軟な供給シ
ステムや、同一産地と取引する生協間の調整機能などを実現していく必要があります。

　生協産直は単なる「産地直送」の流通形態や「顔が見える」農産物の取扱を指すのでなく、生産者
と生協・組合員の提携関係をベースとした協同の取り組みです。この関係性があったからこそ数々
の社会的な課題にチャレンジし、先進性を発揮し、生協の商品事業を特徴づける柱であり続けて
きました。しかし、その提携関係を支えてきた生産者と生協の人的関係は世代交代の中で薄れて
きています。産直的な取引を指向する量販店や宅配事業者が増えていることとも相まって、生産者
にとって生協は多くの販売先の中の一つになりつつあります。商品仕入れ業務だけでなく生産者と
のパートナーシップを育むことができる人材を、組織を挙げて育成していくことも必要です。

　近年、大規模な自然災害や家畜感染症が頻発するようになり離農の原因となっています。生産者
が農業の継続を諦めてしまう前にその意欲を支えていく必要があります。生協は産直産地・生産者
と長年交流してきた経験があり、この積み重ねがあるからこそ産地の抱える問題を「伝えれば・行
動する」消費者が数多く存在し、困難な時にも手をとりあうことができます。こうした交流の努力を
継続する必要があります。さらに、産地とのコミュニケーションの仕組みを日頃から整備することに
よって消費者の側から産地の困りごとの情報をより能動的にキャッチし、タイムリーに支援できる体
制を準備していくことも必要です。

課　題 取り組み例

産地とのコミュニケー
ションと柔軟な供給シ
ステムの構築

・生産者との関係づくりを進めます。コミュニケーションを深め、問題点の改善、
克服を図ります。相互にメリットを感じられる取引をめざし、柔軟に対応でき
る受発注と物流の構築を目指します。
・全国産直研究交流集会などの場を活用して生協間で取り組みを交流し、全体
のレベルアップにつなげていきます。

農業への理解醸成

・天候によって、生産･価格が左右されやすいなどの、農業や農産物の特性や
しくみを、組合員に伝える取り組みをすすめます。
・宅配事業の紙面や店舗の売り場で、こだわりを持って栽培された農産物の価
値を広く伝える取り組みを進めます。
・生協役職員と生産者との関係を深めていきます。学習・農業体験など多様な
取り組みを通じて、食卓と農業の双方を理解し、お互いをつなぎコーディネー
トすることができる人材育成を進めます。

災害時の産地支援 ・災害被災地域の農水産物や加工品を積極的に取り扱い、復興支援を進めます。
また、大規模災害に際しては、生協の連帯による支援も進めます。

産地とのパートナーシップ形成

日本の農業を応援する商品づくり

課　題 取り組み例

国産・地場産農産
物を使った商品の展
開

・国産の生鮮食品とともに、国産原材料を使った加工食品・総菜の開発と利用を
拡大します。加工食品の原材料に求められる定時・定量・定価格といった条件
を国内・地域の産地と調整しながら進めます。
・CO・OP商品において産地指定・国産素材シリーズの拡充を進めます。

米の消費拡大に貢
献する米事業の展
開

・組合員の多様なニーズに応えて、味や価格、量目などについて、総合的な品揃え
を図り、米事業を展開していきます。
・米をより便利に利用できるようにするための加工米飯の開発や品揃えの拡充、利
用・普及を進めます。

国産飼料による畜
産品の展開

・国産飼料を利用して育てられた国産畜産物（肉、卵、乳製品、畜産加工品など）
を生産者と協力しながら開発し、消費拡大に取り組みます。

・飼料用米、飼料用稲の取り組みを進めるとともに、安定した補助制度の継続を
政府に求めていきます。
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災害時の産地支援  ・災害被災地域の農水産物や加工品を積極的に取り扱い、復興支援を進めます。
また、大規模災害に際しては、生協の連帯による支援も進めます。
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 ・国産飼料を利用して育てられた国産畜産物（肉、卵、乳製品、畜産加工品など）
を生産者と協力しながら開発し、消費拡大に取り組みます。
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取り組みを通じて、食卓と農業の双方を理解し、お互いをつなぎコーディネー
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　食品の安全性を確保すること、また、消費者が食に安心を感じることができるようにすることは、
生協の事業・活動の変わらぬ目標として追求し続けていきます。

　今日、グローバルな食品流通の中で生産と消費の場はますます遠く離れ、見え難くなりました。
ゲノム編集など食品製造に使われる技術も高度化・複雑化し、容易に理解できるものではなくなっ
ています。こうした中でも流通する食品の安全性を確保し、食への安心感を実現していくために、
フードチェーンに関わる全ての関係者が役割を果たしていかなければなりません。とりわけ政府の
果たす役割は重要で、食品安全委員会や農水省、厚労省、消費者庁などの関係機関にはリスクア
ナリシスに基づくそれぞれの役割を果たしつつ連携していくことを求めます。特に消費者とのリスク
コミュニケーションを丁寧に進め、消費者の信頼を得て、日本の食品安全への安心感を実現してい
く必要があります。

　生協産直は安全・安心を願う組合員の声に応える中で発展してきました。食品の安全性が問わ
れる事件が多発した2000年代初頭から、より確かな取り組みに発展させるため生協産直品質保証
システムの整備を進めています。生産段階の規範（GAP）5として適正農業規範（2006年に青果編、
2009年に米編、2017年に畜産編）の運用を段階的に開始し、青果編2018年改訂版では近年普及
してきた第三者認証 GAP が活用できるようになりました。2020年には適正水産規範の策定を予
定しています。加工・流通段階の規範（GDP）6、販売段階の規範（GRP）7とあわせて、生産、加工、
流通、販売の管理ツールが体系的に揃うことになります。これを生協共通の品質保証とコミュニケ
ーションの仕組みとして普及し、それぞれの組織で取り組んでいる品質保証システム等の取り組み
とあわせて活用していきます。

　それに加えて、健康的な食生活の実現に向けて食育の取り組みを進めます。この間、日本人の
食生活は大きく変化してきました。くらしや嗜好の変化に食品関連産業が応え、消費者の選択が
食品関連産業を発展させてきた結果と言えます。そうした中で生活習慣病が問題になっており、政
府でも望ましい食生活に向けた食生活指針（2000年）、食育基本法（2005年）、食事バランスガイド

（2005年）などの取り組みが進められてきました。健康的な食生活の実現は消費者個人の日々の選
択にもよりますが、消費者の食生活が食品供給の仕組みの中で営まれ、そのあり方に影響を受け
ることからすると、食品供給者としての責任を果たしていく視点も欠かせません。人生100年時代
を迎え、健康寿命が大切になっています。営利を目的としない消費者組織として科学的に信頼度の
高い栄養健康情報を消費者に提供し、消費者側の情報リテラシーを醸成していく努力を継続強化
していきます。

（2）「確かな食」に向けて

5	適正農業規範（Good Agricultural Practices）・適正水産規範（Good Aquacultural Practices）
6	適正流通規範（Good Distribution Practice）
7	適正販売規範（Good Retailing Practice）
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私たち生協は、食と健康の取り組みを通じて、安心と信頼の食生活を支えます。
課　題 取り組み例

不安に寄り添うリスクコミ
ュニケーション

 ・リスクコミュニケーションの学習会など、消費者の学び（消費者教育）の視点
をもった取り組みを進めます。

 ・リスクアナリシスに立脚しながら、技術革新や貿易・流通の変化にともなって
生じる消費者の不安に寄り添います。また、関係する政府機関にも引き続き
役割発揮と相互連携を求めていきます。

健康・栄養に関する情報
提供

 ・食育の視点を持った商品案内やレシピ・食べ方の紹介を進めます。また、食
品表示などの情報について、正しく、わかり易く学べる取り組みを進めます。

 ・ライフステージに応じてあらゆる世代の健康的な食生活につながるよう組合員
の食生活の見直し活動をサポートします。「私の食生活、健康チェック（BDHQ）」
などの活動を引き続き推進します。コープ共済連の健康づくり支援企画や、
医療福祉生協連の健康チャレンジ・すこしお・フレイル予防など、関係団体の
取り組みと連携しながら進めていきます。

私たち生協は、自らの事業活動を通じた実践で食の安全をリードします。
課　題 取り組み例

品質保証体制の強化と連
携の構築

 ・食品の安全に関わる国内外の情報を収集・評価し、フードチェーンの各工程
における品質管理の充実に生かします。

 ・フードチェーンに関わる関係者とともに原料生産から消費の各工程でのリスク
管理を強化し、トレーサビリティの確立を図っていきます。

 ・フードディフェンス（食品防御）の観点から、行政や生産、流通に関わる諸団
体との連携強化を呼びかけていきます。

生協産直品質保証システ
ムの整備・普及

 ・生産者・生産者団体における生産工程管理の取り組みを広げるために、生協
版適正農業規範・適正水産規範の取り組みや、GLOBAL G.A.P.や JGAP な
どの第三者認証 GAP、MSC や MEL などの水産エコラベルの取り組みの支
援を進めます。

 ・適正流通規範・適正販売規範や、それぞれの組織で取り組んでいる品質保証
システム等の取り組みによって、生産段階から消費まで一貫した取り組みを構
築します。

 ・日本生協連の場に生協産直品質保証システム・アドバイザー制度を設け、品質
保証体制の普及と充実を図ります。また、点検者向けのセミナー等を開催し、
レベルアップを図ります。

課　題 取り組み例

不安に寄り添うリスクコミュ
ニケーション

・リスクコミュニケーションの学習会など、消費者の学び（消費者教育）の視点を
もった取り組みを進めます。
・リスクアナリシスに立脚しながら、技術革新や貿易・流通の変化にともなって生
じる消費者の不安に寄り添います。また、関係する政府機関にも引き続き役割
発揮と相互連携を求めていきます。

健康・栄養に関する情報提
供

・食育の視点を持った商品案内やレシピ・食べ方の紹介を進めます。また、食品
表示などの情報について、正しく、わかり易く学べる取り組みを進めます。
・ライフステージに応じてあらゆる世代の健康的な食生活につながるよう組合員の
食生活の見直し活動をサポートします。「私の食生活、健康チェック（BDHQ）」
などの活動を引き続き推進します。コープ共済連の健康づくり支援企画や、医
療福祉生協連の健康チャレンジ・すこしお・フレイル予防など、関係団体の取り
組みと連携しながら進めていきます。

課　題 取り組み例

品質保証体制の強化と連
携の構築

・食品の安全に関わる国内外の情報を収集・評価し、フードチェーンの各工程にお
ける品質管理の充実に生かします。
・フードチェーンに関わる関係者とともに原料生産から消費の各工程でのリスク管
理を強化し、トレーサビリティの確立を図っていきます。
・フードディフェンス（食品防御）の観点から、行政や生産、流通に関わる諸団体
との連携強化を呼びかけていきます。

生協産直品質保証システム
の整備・普及

生産者・生産者団体における生産工程管理の取り組みを広げるために、生協版適
正農業規範・適正水産規範の取り組みや、GLOBAL G.A.P.や JGAPなどの第
三者認証 GAP、MSCやMELなどの水産エコラベルの取り組みの支援をすす
めます。

・適正流通規範・適正販売規範や、それぞれの組織で取り組んでいる品質保証シ
ステム等の取り組みによって、生産段階から消費まで一貫した取り組みを構築し
ます。
・日本生協連の場に生協産直品質保証システム・アドバイザー制度を設け、品質保
証体制の普及と充実を図ります。また、点検者向けのセミナー等を開催し、レベ
ルアップを図ります。
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（2）「確かな食」に向けて 食の安全をリードするフードチェーンの形成課題❸

安心と信頼の食生活づくり課題❹

課　題 取り組み例

不安に寄り添うリスクコミュ
ニケーション

・リスクコミュニケーションの学習会など、消費者の学び（消費者教育）の視点を
もった取り組みを進めます。
・リスクアナリシスに立脚しながら、技術革新や貿易・流通の変化にともなって生
じる消費者の不安に寄り添います。また、関係する政府機関にも引き続き役割
発揮と相互連携を求めていきます。

健康・栄養に関する情報提
供

・食育の視点を持った商品案内やレシピ・食べ方の紹介を進めます。また、食品
表示などの情報について、正しく、わかり易く学べる取り組みを進めます。
・ライフステージに応じてあらゆる世代の健康的な食生活につながるよう組合員の
食生活の見直し活動をサポートします。「私の食生活、健康チェック（BDHQ）」
などの活動を引き続き推進します。コープ共済連の健康づくり支援企画や、医
療福祉生協連の健康チャレンジ・すこしお・フレイル予防など、関係団体の取り
組みと連携しながら進めていきます。

課　題 取り組み例

品質保証体制の強化と連
携の構築

・食品の安全に関わる国内外の情報を収集・評価し、フードチェーンの各工程にお
ける品質管理の充実に生かします。
・フードチェーンに関わる関係者とともに原料生産から消費の各工程でのリスク管
理を強化し、トレーサビリティの確立を図っていきます。
・フードディフェンス（食品防御）の観点から、行政や生産、流通に関わる諸団体
との連携強化を呼びかけていきます。

生協産直品質保証システム
の整備・普及

生産者・生産者団体における生産工程管理の取り組みを広げるために、生協版適
正農業規範・適正水産規範の取り組みや、GLOBAL G.A.P.や JGAPなどの第
三者認証 GAP、MSCやMELなどの水産エコラベルの取り組みの支援をすす
めます。

・適正流通規範・適正販売規範や、それぞれの組織で取り組んでいる品質保証シ
ステム等の取り組みによって、生産段階から消費まで一貫した取り組みを構築し
ます。
・日本生協連の場に生協産直品質保証システム・アドバイザー制度を設け、品質保
証体制の普及と充実を図ります。また、点検者向けのセミナー等を開催し、レベ
ルアップを図ります。
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（2）「確かな食」に向けて 食の安全をリードするフードチェーンの形成課題❸

安心と信頼の食生活づくり課題❹
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　農業は多くの地域で基幹産業であり、その疲弊は地域経済を直撃し、くらしを困窮させ、社会福
祉を困難にし、ひいては地域組織たる生協の存立基盤そのものを脅かします。地域に根ざす組織と
して、地域の幅広い関係者と一緒になって農業を地域経済の中に位置づけて活性化を図るとともに、
人口減少や過疎化に伴う様 な々社会課題についても同時に取り組んでいかなければなりません。

　国内において多様な形の農業を持続・発展させていくためには、日本の農産物を国内需要につなげ、
地域内・国内の経済循環を太く充実させていく必要があります。しかしながら、多くの中小規模農業
経営にとって農業生産以外のマーケティング機能や食品加工技術を独自に確保していくことは容易では
ありません。そうした生産者でも活用できる需要と供給のチャネルを準備していくことが必要です。

　JAなどの生産者団体や生産者が企業や自治体など関係者と手をとりあって農業生産・食品流通
を支えるネットワークを形成していこうとする時、いくつかの生協の実践が示すように、生協もその
一翼を担うことができます。自然災害の頻発や新型コロナウイルス感染症により消費者の食品供給
への不安感は高まり、国内農業を応援する気持ちや購買における国産志向がより強まってきます。
一方で、今後予想される景気後退の中で「適正な価格」への要望も同時に切実さを増してきます。
生協の店舗、宅配、食品加工などの機能がとり結ぶネットワークはコスト的にも合理的で持続可能
なものである必要があります。

　取り組みにあたってはパートナーシップが欠かせません。欧州では農村振興計画の策定・実施に
あたって、地方行政と生産者、事業者、市民を代表する組織など幅広い参加のもとで進められている
事例もあります。日本においても2000年代後半以降、地域運営組織 8の設立の動きが広がっており、
また、新たな政府基本計画の中にも「地域政策の総合化」という考え方が盛り込まれ、施策の推進
にあたっては関係省庁や地方公共団体、企業、NPO 等が連携して行う方向性が示されました。

　農業における連携は地域に様 な々メリットを生み出す可能性があります。例えば、飼料用米を使
って肥育された畜産品を応援することで耕作放棄地の再生につなげたり、生協が農業や農産物加
工センターの経営に関与することで農業を障がい者等の就労の場として機能させる農福連携 9の事
例などが見られます。また、買い物弱者への対応や子ども食堂、フードバンク・フードドライブなど様々
な取り組みに連携させていくことが考えられます。

　農業は土地・水・大気など自然の最大の利用者であり、様々な負の影響を与えます。例えば、
IPCC 特別報告書（2019年）では、世界規模で見ると農業や林業等の土地利用による温室効果ガス
の排出量は全体の約23％に相当し、さらに食料の生産、加工、流通等に関連する活動も含めると
3割前後になるとされています。農業がもたらす様 な々プラスの機能（多面的機能）を強化することと
合わせて、マイナスの影響を削減していく努力も必要です。　　　　

8  「まち・ひと・しごと創生総合戦略」では、「持続可能な地域をつくるため、「地域デザイン」に基づき、地域住民自らが主体
となって、地域住民や地元事業体の話し合いの下、それぞれの役割を明確にしながら、生活サービスの提供や域外からの収
入確保などの地域課題の解決に向けた事業等について、多機能型の取組を持続的に行うための組織」と定義。

9 農業者と福祉団体等が連携して、障がい者や高齢者等の農業分野での就労を支援する取り組みの総称。

（3）「豊かな地域」に向けて
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私たち生協は、地域のネットワークの一翼として農業とつながり、地域を支え続けます。

課　題 取り組み例

地産地消の推進
 ・地域の農畜水産物を積極的に取り扱います。また、店舗での地産地消売り場の

展開などの取り組みにより、近隣生産者や新規就農者の出荷先として貢献してい
きます。

地域農業のネットワー
クへの貢献

 ・行政や企業、農業者とネットワーク（地域農業クラスター）を形成し、地域農業
の革新に貢献します。地域の生産者と食品加工業者による商品開発や、食材加
工センターなどによる地域農産物の活用推進など、農商工連携・6 次産業化の取
り組みを広げます。

 ・農業生産法人の経営への関わりを含め、生協がより積極的に食料・農業問題へ
の関わりをもつよう検討・実践します。その際に、障がい者雇用や中間的就労の
場として地域に貢献できるよう取り組みます。

地域の諸課題での連携
強化

 ・協同組合間の協定や産直協議会への参加など、地域の協同組合や生産者団体、
行政との連携を強化します。

 ・地域づくりの取り組みに、行政・福祉団体・協同組合・企業・NPO 法人等ととも
に生協も参加し、生協のインフラやノウハウを活かした貢献を行います。買い物
弱者に食を届ける取り組みや、フードバンク、フードドライブ、子ども食堂の取り
組みを進めます。

私たち生協は、食と農を通じて低炭素・循環・自然共生に取り組みます。
課　題 取り組み例

自然共生社会に向けた
環境保全型農業への取
り組み

 ・産直契約生産者の支援、環境保全型農業や有機農業など、持続可能な農畜水
産業に努力する生産者との共同の取り組みを進めます。また、それらを活
用して生産された農畜水産物の取り扱い、利用・普及を進めます。

循環型社会に向けた食
品廃棄物の削減と飼肥
料での活用推進

 ・生産や流通の過程での廃棄やロスを抑えると同時に、店舗や加工センター
での食品残さを飼料や肥料などに活用していく取り組みを進めます。

 ・家庭での食品の正しい管理や、無駄・廃棄の削減に向けた取り組みを進め
ます。

低炭素社会に向けた再
生可能エネルギーの推
進

 ・地域の協同組合や関係する諸団体と連携しながら、再生可能エネルギー発
電の取り組みを推進します。（農林業と密接なバイオマス発電や小水力発電、
またソーラーシェアリングなど）

 ・電気小売事業を通じた組合員への再生可能エネルギーの供給を一層拡大し、
農業が生産した電気の販路として機能していきます。

農業とのつながりによる地域共生社会づくり課題❺

農業と食を通じた地域循環共生圏づくり課題❻

食卓と農業の絆づくり課題❼

エシカル消費の推進課題❽

農業とのつながりによる地域共生社会づくり課題❺

農業と食を通じた地域循環共生圏づくり課題❻

食卓と農業の絆づくり課題❼

エシカル消費の推進課題❽
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　商品を選択する際に「安い」「おいしい」といった自分視点に加えて、環境や社会への影響といった
他者への視点をプラスする消費者が増えています。CO･OP 商品においても「誰かの笑顔につながるお
買い物」としてエシカル消費対応商品が支持されてきました。産直品・国産原料商品を利用するなど
身近な「地域」を豊かにするための選択はもちろんのこと、離れた産地の「環境」「社会」「人 」々への
配慮も進んできています。毎日のお買い物の場面における配慮は食卓での親子の会話などを通じて
次世代へ引き継いでいく力を持ちます。

　若者を中心に「田園回帰」への志向が見られるようになり、地方に関心を持ち関与しながら都市に
住む人 （々= 関係人口）も新たな動きとして注目されています。また、都市近郊においても暮らしに
潤いをもたらす糧として市民が農業を楽しむ、農地のサービス業的利用という切り口から新たな農業
経営が現れ始めました。農福連携の場としての活用は障がい者や高齢者の生きがいの創出にもつな
がっています。さらに、消費者が農業経営の責任・リスク・成果を分け合い、農作業や出荷作業な
ど農場運営にも参加するコミュニティ支援型農業（CSA；Community-supported agriculture）は欧
米を中心に盛んになってきています。

　農業生産のあり方は環境、社会、文化など数量化できない側面に大きな影響を及ぼすことから、
どのような農業を地域につくっていくかという視点が重要になります。グローバル化の一方でそれぞれ
の地域性を考慮した発展が求められるようになってきており、国連は2014年を国際家族農業年とし、
続けて2019年～ 2028年を「国連家族農業の10年」と定めました。第一次産業の復興と環境調和型
経済の構築に向けて、世界の食料生産の8割を担い、食料安全保障や文化的・地域的安定に貢献し
てきた小農・家族農業を健全な形で維持発展させることが必要とされています。

　こうした動きからは、都市消費者も含めてなるべく多くの人々 が農の営みに関わっていくあり方も構想され
ます。「半農半X」のようなライフスタイル10も一定のリアリティを持って語られるようになってきました。こ
うした新たな動きを捉えて食卓と農業をつなぐ生協の取り組みをさらに進化させていく可能性もあります。

　生産者との交流は産直三原則11の一つです。新型コロナウイルスの影響で実際に訪問しての産地
交流が困難となる中でも既に各生協では Web を活用した産地交流も始めてきています。情報通信技
術の発展によって生産者と組合員の新たなコミュニケーションの仕組みを構築する可能性は広がってき
ており、現地に赴くことができない組合員であっても食と農を感じ取ることができるよう新たな形での
産地交流活動を発展させていく必要があります。

　農業体験は命や感謝を学び、食を選択する力を養うことにつながっていきます。いくつかの生協の
実践に見られるように、未来につなげる観点からは特に子ども（親子）を対象として、生産から消費ま
で、種まきから収穫まで等、ストーリー性を持った継続的な体験プログラムを展開していくことが求
められています。

（4）「つづく未来」に向けて

10 農業を営みながら自分の強みを活かす仕事をする生き方。『半農半 X という生き方』（2003 年）塩見直紀著
11 「生産地と生産者が明確であること」「栽培、肥育方法が明確であること」「組合員と生産者が交流できること」
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私たち生協は、生産者・産地との顔が見える関係を大切に育みます。

課　題 取り組み例

産地とのコミュニケー
ション手段の充実

 ・産地交流などを通じて組合員と生産者のつながりを深めます。生産地に赴く直接
的な交流以外にも、情報通信技術も活用しながら産地とのコミュニケーションの
拡大に取り組み、リアルとリモートのハイブリットなコミュニケーションに発展させ
ます。

 ・組合員から寄せられる声を生産者に直接届ける仕組みをつくり、生産者がやりが
いを感じられるようにします。

食・農・地域に関する
総合的理解促進

 ・日本の食や農業を未来へつなぐ視点から、組合員や生協職員が農業と触れ合う
機会をつくります。また、それぞれの地域にある食文化の継承や発展のための
取り組みを進めます。

 ・産直交流や協同組合間協同などを活かし、農業体験や援農、農業講座など、そ
の人の関心の程度や居住地などの条件に応じて参加できる企画を多彩に展開し、
農や食への人々の関心を高めます。

 ・生産から消費、種まきから収穫など、ストーリー性を持った継続的な体験プログ
ラムを工夫し、展開していきます。

私たち生協は、商品選択を通じて持続可能な生産を支えます。
課　題 取り組み例

エシカル消費を引き出
す仕掛けの充実

 ・エシカルな消費行動を支援し促進する取り組みを一層強化します。また、エシカ
ル商品を通じて親子で社会の様 な々問題を学ぶ機会を生み出していきます。

 ・消費者の選択に活かせるよう、商品の向こうにある「地域」「社会」「環境」「人 」々
にかかわる情報をわかりやすく発信していきます。

生産地の問題解決につ
ながる商品の充実

 ・MSC・ASC や FSC といった広く社会的に認知された認証制度を活用し、消費
者にエシカルな選択肢を数多く提供していきます。

 ・環境保全等テーマを特定して組合員の気持ちを届けられるよう、募金・積立金
の仕組みを活用します。CO・OP 商品においても寄附付き商品などの形で産地応
援を提案していきます。

農業とのつながりによる地域共生社会づくり課題❺

農業と食を通じた地域循環共生圏づくり課題❻

食卓と農業の絆づくり課題❼

エシカル消費の推進課題❽

農業とのつながりによる地域共生社会づくり課題❺

農業と食を通じた地域循環共生圏づくり課題❻

食卓と農業の絆づくり課題❼

エシカル消費の推進課題❽
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　新型コロナウイルス感染症の拡大によって食と農にもさまざまな課題が突きつけられました。マス
クや防護服など医療用物資にとどまらず食料の輸出規制の動きも見られたことで、消費者の食料安
全保障への不安感と食料自給力強化を求める声は一層強くなっています。

　Withコロナ時代を見据え生協はさらに大きな役割を発揮していかなければなりません。「消費者の
願い」の実現に向けた8つの課題（第1章）に対して、2030年ビジョン“つながる力で 未来をつくる”を旗
印に、生協の3つの側面（事業組織、消費者組織、地域組織）から横断的に取り組みを構築していきます。

　JAや生産者団体をはじめ地方自治体や地元の食品関連産業など、地域で食料・農業に関わる
多様な主体とのネットワークを更に発展させていきます。日本協同組合連携機構（JCA）とも連携し、
地域経済と農業の活性化、さらに地域諸課題の解決に役割を発揮します。

　エシカル消費の取り組みをさらに強化します。多くの組合員の共感を得て取り組みの輪が広がっ
ていますが、その中心となるべき生協産直への認知度は低下傾向にあり、しかも若年層ほど認知
が低くなっているのが現状です。商品の良さや美味しさに加え、生協産直の持つ交流活動の広がり
をつくりきれていないことも認知度低迷のひとつの要因と考えられます。

　新型コロナウイルス感染症の影響で従来通りの交流が困難となる中、すでにいくつかの生協では
情報通信技術を活用した新たな形での産地交流が始まってきています。オンラインを活用したこの
新たな形の産地交流を発展させることによって参加のハードルを大きく下げ、広がりを生み、生協
産直の持つ価値を顕在化させ、認知度を向上させる事が期待出来ます。他生協とも共通の仕組み
で連携することで地元の生協組合員による産地訪問を遠く離れた生協の組合員とも共有するなど、
より広がりの持った交流を構築できる可能性もあります。オンラインを活用した産地交流をエシカル
消費の新しい軸としてチャレンジしていきます。

　　 
さらなる役割発揮に向けた
2020年代前半期の検討テーマ

地域での連携強化（地域組織として）

　ⅠⅠ
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エシカル消費推進の基盤強化（消費者組織として） 2

産直事業のバージョンアップ（事業組織として）3

～ 農業を活かす地域ネットワークの一翼に向けて ～

～ 産地交流の新たな可能性に向けて ～

～ 多様な農業経営にも対応できる柔軟性の獲得に向けて ～
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　新型コロナウイルス感染症を経て、食料安全保障への不安感と国内農業を応援する気持ちが高
まっています。また、2020年3月に改定された政府基本計画では「経営規模の大小や中山間地域
といった条件にかかわらず」関係する人たちが連携・協働して地域農業を支える将来像が示されま
した。日本の農業は規模の大小を含め多様な農業者・経営体が支えています。この多様性に対応
できる柔軟な体制の構築が生協事業（産直）にも求められます。

　農業経営の規模の大小に応じて生協の事業を柔軟に適応させ、応援していく仕組みが必要とな
ります。店舗単位や地域ごとに細かに対応したり、逆により大規模に個別生協単位を越えてリージ
ョナルや全国連帯の場で購買力を組み合わせたりして対応できるようにしなければなりません。
そのための企画調整や数量コントロールの仕組みを情報技術の活用を含めて研究します。多様な
産地との絆を深めることによって産地から信頼され選ばれる産直事業を目指します。

　　 
さらなる役割発揮に向けた
2020年代前半期の検討テーマ

地域での連携強化（地域組織として）
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 おわりに

　日本の農業は大変厳しい状況にあり、以前から「待ったなし」の課題と言われてきました。しかし、
ここにきて変化の芽も見えてきています。そんな中で、食料・農業問題を扱う本委員会からは「つ
ながりをカタチに」を副題として報告書を提起しました。2010年の報告「食卓と農業をつないで」、
2015年の報告「地域で手をとりあって」に続き、これまでの取り組みで培ったつながりをベースと
しながらさらに実践を積み重ね、地域の中に仕組みとしてカタチにすることにチャレンジしようと
いう呼びかけです。

　農業は食料という絶対的必需品を供給するだけでなく私たちに多面的な恵みをもたらしてくれ
る大切な営みです。そんな意味で単なる「業」に止まらず共通のニーズと願いに応える「公共」的な
色彩を帯びた経済活動と言えるでしょう。そこでは本来、協同組合の活用がもっと推進されるべ
きと思います。食と農の再生に必要なのは、何よりも消費者と生産者が手をつなぐことですが、
日本では人々の職業や属性毎に別々の協同組合をつくることしか認められていません。地域社会
でくらす一人ひとりが手をつないで自分たちのための社会経済をつくっていけるようにするため、
生協、農協といった垣根を取り払い「混合型協同組合」を作れるようにすべき段階かもしれません。

　この論点については、2020年3月、（公財）生協総合研究所の協同組合法制度研究会から「協
同組合基本法をめぐる論点と問題提起－協同組合基本法骨子案－」としてレポートが発表されま
した。日本の協同組合法制の特徴、協同組合法制をめぐる世界的な流れをレビューした上で、協
同組合法制をめぐる10の論点を解説し、協同組合基本法骨子案を提案しています（生協総研レ
ポート№92に収載）。2018年に日本協同組合連携機構（JCA）が設立され、徐々に協同組合間
連携の実体が形成されつつあります。協同組合の更なる役割発揮に向けて法制度面からの条件
整備も考えていく時期かもしれません。これについては今後に残された論点とさせていただきます。
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参考資料

新たな「食料・農業・農村基本計画」に
関する意見書（2020年1月15日提出）

これまでの日本生協連の食料・農業方針

食料自給率指標と食料自給力指標
（政府基本計画より抜粋）

情勢と取り組み事例
「元気な農業」
「確かな食」
「豊かな地域」
「つづく未来」

1

2

3
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　私たち生協は2,900万人を超える組合員からなる日本最大の消費者組織です。食を中心に生活を
支える事業を展開するとともに、安心してくらし続けられる地域社会づくり、環境問題への対応など
持続可能な世界の実現をめざして取り組みを推進しています。農業の関連では、特に産直事業や産
地交流に取り組むなど、組合員と生産者をつなぎ顔が見える関係の構築を大切にしています。また、
2018年6月に「コープ SDGs 行動宣言」を定め、持続可能な生産と消費、地球温暖化対策の推進や
地域社会づくりへの参加など、様 な々テーマから SDGs の実現に貢献することをめざしています。
　2018年度のカロリーベース自給率は37％に低下しました。今、日本の農業は曲がり角に差し掛か
っていると考えます。この間、農地の集積・集約化や6次産業化の推進、輸出拡大、スマート農業
などを通じた省力化・自動化など、生産性重視の政策が重点的に進められてきました。しかし、攻
めの農業を旗印とした政策に農業の現場がどこまでついてこられているか検証が必要です。特に中
山間地域をはじめとした条件不利地域などはこうした政策から取り残され、生産者の減少や荒廃農
地の増加が進み、非常に深刻な状況です。台風や豪雨などによる度重なる災害や CSF（豚コレラ）・
鳥インフルエンザなど家畜伝染病は生産者に大きなダメージを与え、離農の加速につながっていま
す。農業の衰退は地域のインフラ維持を困難にし、地域の持続可能性まで危ぶまれる事態となっ
ています。
　気候変動などにより食料生産の不確実性が高まる一方で、世界の人口増加に伴い食料需要が拡
大し続けます。食料安全保障の視点からも日本の農業の強化は大切です。また TPP や日欧 EPA
などの経済連携協定は、日本の生産者に大きな影響を及ぼすことが懸念される中、国内農業の活
性化策は重要な課題です。
　一方で、生産者と消費者や地元事業者との連携の中で地域社会の活力を取り戻す新たな取り組
みが生まれています。多様な人々が農業・農村に関わることが、日本の農業を元気にすると考えます。
　私たち生協は2019年度に「食料・農業問題検討委員会」を立ち上げ、日本の農業のために消費
者組織として何ができるか考えていくこととしました。日本の食料・農業・農村に対する「消費者の
願い」をあらためて振り返り、願いを実現するために生協、そして政府が取り組むことを整理し「政
府に求めること」としてまとめました。現在見直しの議論が進められている新たな「食料・農業・農
村基本計画」に反映いただきたく、意見として提出させていただきます。

日生協政企発19‐7号
2020年1月15日

農林水産大臣 江藤 拓 様
日本生活協同組合連合会

食料・農業問題検討委員会
委員長　畑　忠男

新たな「食料・農業・農村基本計画」に関する意見書

政府への要望項目
（2020年1月15日提出）

資  料 日本の農業を元気にしたい消費者の願い１

安全・安心で新鮮な農産物・食品を食べ続けたい消費者の願い 2

豊かな地域社会や自然環境を守りたい消費者の願い 3

食や農業について知り、
日本の食文化を未来につなぎたい

消費者の願い 4
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＜生協の取り組み＞
　私たち生協は、産直事業などを通じて国内各地の生産者とのつながりを大切にしています。産地と
の交流が基盤となり、高齢化で作業困難な産地に対する援農活動、災害時の募金活動や復旧に向け
たボランティア活動など産地を支える取り組みを行っています。さらに、自ら農業生産法人を立ち上げ、
地域の農業活性化や農福連携に取り組む生協もあります。

＜政府に求めること＞
（１）条件不利地域における農業の支援強化
　中山間地などの条件不利地域での後継者不足や荒廃農地の増加などが深刻です。条件不利地域に
おける農地保全は、食料自給力の維持や地域の環境や景観・生物多様性の保全、コミュニティの維
持などの多面的機能とともに、その土地の気候や風土にふさわしい農産物を生み出し食生活に豊かさ
をもたらすなど、消費者や地域にとって貴重な財産です。条件不利地域の農地を守り、そこで農業を
営む生産者を支えていくことが急務となっています。

　平地における農業の生産性向上政策の充実により、結果として条件不利地域との競争格差が
広がっています。さらに輸送コストの増加、深刻化する鳥獣被害など、農業生産を維持するの
がますます厳しい状況になっています。条件不利地域で農業にチャレンジする生産者が希望をも
って農業を続けられるよう中山間地直接支払制度を充実するなどの支援を求めます。
　多様な人々が農地保全の共同活動を進める上でも、多面的機能支払交付金制度は有効であり、
利用の促進と制度の拡充を求めます。加えて、条件不利地域の農地の保全やあり方について、
該当の地域で話し合い総合的な視点での課題整理や対策の立案が重要であり、その活性化に
向けた地方自治体の取り組み支援を求めます。

（２）災害対応や復旧支援の強化
　近年、農業に深刻な被害をもたらす大雨や台風などによる大規模な自然災害が多く発生しています。
農地・農業施設が壊滅的な被害を受け、支援を受ける前の段階で農業の継続を諦めてしまう生産者
も多く、離農の原因となっています。生協では組合員や職員が被災農家に赴き復旧に向けたボランテ
ィア活動、被災地の農産物を「食べて応援」する企画などに取り組んでいます。こうした活動や組合員
の応援の声が生産者の励みとなっていることを実感しています。

　収入保険など災害による収入減を補う制度の充実、生産・農業施設の復旧にかかる費用の支
援、早期に復旧できるよう資材の確保と費用支援などの対策強化を求めます。
　災害による被害を最小限にするという視点から、農地や自然環境の保全、農業水利施設の
整備・強化を図っていくことを求めます。
　また、生産者と消費者の日常的なつながりの構築が、災害に立ち向かう糧となります。こうい
った関係強化への支援も重要です。

（３）多様な生産者の活躍推進
　多様な形の農業を持続・発展させていくことが、日本の農業を強くしなやかにしていくことにつなが
ります。特に中山間地などの農地の保全や、風土を生かしたその土地ならではの農産物の生産を守り
続けていくには、家族農業など多様な生産者が活躍できる環境を整備していくことが不可欠です。
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　新規就農の間口を広げる視点から、若者や女性への就農支援策の強化を求めます。経済的
な支援をはじめ IT 活用も含めた働きやすい環境の整備、好事例の収集・発信などが必要です。
　障がい者が農業に携わることで、地域の活性化や働きやすい職場環境の整備につながります。

「ノウフクJAS」の取得支援などを進め、農福連携の取り組み強化を求めます。

（４）食料自給力指標を活用した生産力強化
　日本の農業の生産力強化が喫緊の課題です。効果的に政策を推進していくためにも、日本の農業
生産力をより詳細に把握し、政策に結びつける指標づくりが求められます。

　前回の「食料・農業・農村基本計画」で農地面積から評価した食料自給力指標が導入されましたが、
生産力指標としては不足していると考えます。農業生産の3つの要素「農業者」「農地」「農業技術」
のそれぞれの指標から成る「新たな食料自給力」の評価指標の策定を検討することを求めます。指標
を活用し、自給力向上につながる政策を推進し、日本の農業生産力強化を図っていくことを求めます。
　飼料米の取り組みは農地保全につながっており、自給力維持や景観の保全にも大きな役割を果た
しています。私たち生協も積極的に活用（2017年度の活用状況は36,912t、6,420ha。日本生協連推計）
し、自給率向上に寄与しています。引き続きの支援と低コスト化や生産性向上の施策を求めます。

＜生協の取り組み＞
　私たち生協は、産直事業（全国生協における2017年度の売上高は2,892億円）や地産地消の推進、
国産農産物を活用した加工品や調理キットの積極的な開発と品揃えなど、日本農業の発展に大きな役
割を果たしていると自負しています。食の安全・安心を大切に、消費者組織として消費者の声を社会
的に発信するとともに、自らの事業活動を通じた実践で食の安全をリードしています。

＜政府に求めること＞
（１）多様化する食生活への対応
　単身世帯、高齢者世帯の増加といった家族構成の変化などにより、消費者の食生活や食に対する
価値観が多様化しています。社会やニーズの変化に生産者が応え、国産農産物を支持する消費者を増
やすことが、日本の農業の発展にもつながります。

　家族人数の減少などを背景に食の外部化が進んでいます。すぐ食べられる惣菜や中食、カット
野菜・果物や調理キット、凍菜などの需要が増え続けています。加工・業務用ニーズへの対応を強
化していく視点からも、6次産業化にあたってはマーケティング視点を取り入れることが重要であり、
生産者だけはなく、生協のような小売事業者や地元食品事業者などとの連携などが有効です。
　リーズナブルな価格を実現するため、農業生産性向上だけでなく、サプライチェーン全体での
効率化を引き続き促進することを求めます。

（２）農産物・食品の安全・安心の確保
　食の安全・安心は消費者にとって関心の高いテーマです。近年もゲノム編集など新しい技術の食品
への活用や経済連携協定の拡大にともなう輸入食品の増加など、食をめぐる情勢が変化しています。
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不安を感じる消費者への丁寧な対応が必要です。

　食品の安全に関わる事項については、情報公開の徹底と丁寧なリスクコミュニケーションを求
めます。そのことが消費者の懸念低減につながります。
　GAP などによる農業生産工程の管理や持続的な農業生産は、日本農業の生産力量向上や
SDGs 推進に大きな役割を果たすことから、取り組みを広げていくことを求めます。
　経済連携協定の拡大にともない輸入食品の増加が想定されます。輸出国におけるHACCP によ
る衛生管理の普及、輸入者への衛生管理指導の徹底、衛生検疫体制の強化を求めます。また、
新たな経済連携協定の交渉に際しては、食品の安全にかかわる政策が後退することがないよう引
き続きの対応を求めます。

＜生協の取り組み＞
　私たち生協は、地域見守り活動や買い物困難者対応、地元産品を生かした商品づくり、再生可能
エネルギーの利用・普及など、地域活性化に大きな役割を発揮しています。また、農業協同組合など
他の協同組合とともに2018年にJCA（日本協同組合連携機構）を設立し、地域の諸課題の解決に向
けて連携して取り組んでいます。

＜政府に求めること＞
（１）多様な関係者と連携した地域活性化
　地域コミュニティが衰退していく中で、地域における諸課題を統合的に解決していく必要があります。
欧州では農村振興計画の策定・実施にあたっては、地方行政と生産者、事業者、市民を代表する組
織など幅広い参加のもとで進められ、総合的な農村振興をめざして取り組みを進めています。日本に
おいても、2019年末に改定された SDGs 実施指針において地方自治体に期待される役割としてステー
クホルダーとの連携の推進について大幅に加筆されました。

　中山間地域では、地域コミュニティの維持や生活インフラ確保が大きな課題となっています。
地域に根差した組織によって幅広いネットワークを構築し、各組織の持っている資源を持ち寄り
課題解決にあたることが重要です。様 な々ステークホルダーの参加による地域発展に向けたビジ
ョンづくりへの支援や地域循環共生圏づくりの推進、また、関係者を適切に結び付けるコーディ
ネーターとして地方自治体が役割を発揮できるよう環境の整備を求めます。
　また、地域の諸団体や事業者など様 な々主体を巻き込む畜産クラスターは、事業としての安
定性とともに農地・農業施設の保全につながることから、取り組みの推進を求めます。

（２）農業・地域における環境保全の推進
　地球温暖化による気候変動は世界的規模の課題です。農業においても環境負荷の低減は重要なテ
ーマです。また、環境保全や景観の維持などは、地域を守る視点からも取り組む必要があり、消費
者にとっても大切な課題です。

　環境への配慮、景観の維持、生物多様性に対応した農業の推進を求めます。すべての直接
支払い制度において、環境への対応要件を付加するなど政策的誘導が有効と考えます。
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　有機食品の社会的認知が拡大する中、認証費用の支援など有機農業を推進しつつ、多くの
生産者が環境保全型農業に取り組める動機付けや仕組みづくりを進めることを求めます。
　バイオマスや小水力、ソーラーシェアリングなど農業資源を生かした再生可能エネルギーの普
及を進めることを求めます。生産者の副収入となり、農業基盤の強化につながることも期待され
ます。

＜生協の取り組み＞
　私たち生協は、日本の食や農業を未来へつなぐという視点から、生産者や事業者・行政と連携して、
親子で参加する食育イベントを開催したり、組合員や生協職員が産地へ赴き、収穫体験や生産者との
交流を通じて農業と触れ合う企画を実施するなど、積極的に取り組んでいます。
　同様に、エシカル消費の取り組みも進めています。組合員と一緒に学びながら消費のあり方を見直し、
環境や地域、社会、人々に配慮した商品づくりなどの事業展開につなげています。

＜政府に求めること＞
（１）全世代への食や農業に関する興味・関心の喚起
　食べる楽しみを実感ができる機会を作り、食・農業に対する興味・関心を喚起していくことが大切
です。そのことで、消費者と食・農業との距離が縮まり、日本の農業を応援する消費者が増えていく
ことにつながります。

　学校や地域のさまざまな団体と連携しながら、食育を通じて食に関する関心を高め、エシカ
ル消費を推進していくことを求めます。幅広い主体を巻き込むことで、食・農業に関する活動が
豊かに広がります。食に関する様 な々専門家や生産者、生協も含む地域の団体などによる、食・
農業と消費者をつなぐ活動への支援を求めます。
　都市農園などは、消費者が農業と触れ合える良い機会となります。農地の保全にも有効な施
策といえることから、現状の水準が維持・拡大されることを求めます。

（２）都市と農村の関係づくりの強化
　食・農業に興味を持つ都市の人々が、農村との関係を紡ぎ育てていくことが重要です。交流機会を
増やし関係を深めることで、その地域への愛着が生まれ、地域活性化の担い手としての役割発揮や
新規就農などの動きにもつながっていきます。人口減少が進む中、地方を中心に集落を維持できなく
なる地域が出てきています。集落に人を呼び込む上からも、日常的な交流の基盤づくりが重要です。
生協が取り組む産直産地との交流は都市と農村の結びつきを深め、地域活性化に大きな役割を果たし
ています。

　生協のような日常的な交流活動をはじめ、Web などを活用した情報発信やグリーンツーリズム
などの農村との交流、欧州で展開される CSA（地域支援型農業）など、消費者が日本の農業や
地域を支えていく取り組みを後押しする施策の展開を求めます。
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　日本生協連は、政府の「食料・農業・農村基本計画」の改定
に合わせ、5年毎に政府への提言と生協の方針検討を重ねてき
ました。
　基本法制定前の1998年にまとめた「食料・農業・農村政策に
関する生協の提言」は「消費者の願い」「食品供給のトータルシ
ステム」「持続可能な発展」「相互理解と提携」といった言葉を
軸にまとめられています。その後、2005年には「農業・食生活
への提言」を発表。この提言は「日本の農業に関する提言」と「食
生活に関する問題提起」の2篇からなりますが、後者の中では

「新たな問題として、私たち自身が食にどのように向き合うかが
課題になっています」と述べ、消費者自身の食生活のあり方に
射程を広げました。この提起はその後「たべる・たいせつ活動」
として全国の生協で展開されていくことになります。一方で前者

「日本の農業に関する提言」は副題を「日本の農業が産業として
力強く再生するために」とし、消費者の立場から日本農業の課
題を指摘したものですが、消費者の視点を強調するあまり「日本
の農業を共に発展させるパートナーとしての視点を欠いているの
ではないか」などの批判も寄せられることとなりました。
　2007年からの世界的な食料価格の高騰によって食料品の値
上げが相次ぎ、また、日本生協連自身が当事者となった2008
年の中国製冷凍ギョーザ事件は食品の安全への不安感を高め
ることとなりました。毎日の食卓とつながる形で世界の食料、
日本の農業の問題が人々に意識され、関心が高まっていきます。
こうした状況を経た2010年の方針検討は、春に全国6か所での
地連別討論会、秋に東西2か所で公開シンポジウム、さらに冬
に再度全国6か所での地連別討論会という大がかりな形で展開
されました。副題を「食卓と農業をつないで」とした報告書は、
生協の持つ3つの側面（事業組織、消費者組織、地域組織）か
ら、全国の生協で取り組まれている実践を網羅的に取り上げ15
の課題に整理したものです。さらに、2015年方針では「地域で
手をとりあって」を副題として前方針の課題を引き継ぎ再整理し
ました。

■参照先；
日本生協連情報プラザ  →  運営系  → 会報・政策総合情報  →

基本政策資料  → 提言・答申  → 食料・農業問題検討委員会報告書
　

1998年

2005年

2010年

2015年

これまでの日本生協連の
食料・農業方針

1
参考資料
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１．食料自給率指標
① 「供給熱量ベース」と「生産額ベース」の総合食料自給率の目標
　我が国の食料全体の供給に対する国内生産の割合を示す総合食料自給率の示し方については、基
礎的な栄養価であるエネルギー（カロリー）に着目して、国民に供給される熱量（総供給熱量）に対す
る国内生産の割合を示す「供給熱量ベース」と、経済的価値に着目して、国民に供給される食料の生
産額（食料の国内消費仕向額）に対する国内生産の割合を示す「生産額ベース」の二つがある。
　前者は、国民の生命と健康の維持に不可欠な最も基礎的な物資である食料の供給の実態がより反
映されるという特徴を有する指標である。また、後者は、高度な生産管理により高品質な農産物等を
生み出すという我が国農林水産業の強みがより適切に反映されるとともに、比較的低カロリーであるも
のの、国民の健康の維持増進の上で重要な役割を果たす野菜や果実等の生産活動がより適切に反映
されるという特徴を有する指標である。
　このように、食料安全保障の状況を評価する観点からは供給熱量ベースの食料自給率が、農業の
経済活動の状況を評価する観点からは生産額ベースの食料自給率が実態を測るのに適しており、これ
らはいずれも重要な指標である。
　このため、食料自給率の目標については、供給熱量ベースと生産額ベースの目標をそれぞれ設定す
ることとする。

② 飼料自給率の目標と国内生産に着目した食料国産率の目標
　総供給熱量の約２割、食料の国内消費仕向額の約３割を占める畜産物の自給率は、飼料の自給の
度合いに大きく影響を受けるため、国産飼料基盤に立脚した畜産業を確立する観点から、飼料自給
率の目標を設定することとする。
　これまで総合食料自給率の目標の設定に当たっては、飼料自給率の目標を反映することにより、輸
入飼料による畜産物の生産分を除いている。この方法は、飼料の多くを輸入に依存している「国内生
産」を厳密に捉えることから、総合食料自給率の目標が食料安全保障を図る上で基礎的な目標である
ことに変わりはない。他方、飼料自給率が向上しても、国内畜産業の生産基盤が脆弱化すれば、総
合食料自給率は向上しない。農業者の一層の高齢化と減少が進む中においても農業の生産基盤を継
承・強化し、農業の持続的発展を図っていく上で、国内生産を維持・拡大していくことが必要であり、
そのためには国民に対して国産農産物の消費を促すことも必要である。
　このため、国内生産に着目した目標として、「食料国産率」の目標を飼料自給率の目標と併せて設定し、
双方の向上を図りながら総合食料自給率の向上を図ることとする。
 

※表は食料・農業・農村白書より

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

国内生産＋輸入による
現在の食生活

お腹はいっぱいになるけど、
いもばかりは厳しいな・・・

ご飯やパンが食べられても、
これじゃ足りないや・・・

国産品も輸入品も、色々な
食品が食べられるよ！

国産熱量912 供給熱量
2,443

推定エネルギー必要量
2,169

労働充足率129％

労働充足率92％

労働充足率100％

1,727
2,193

2,586
2,377

2,546

（kcal ／人・日）

農地を最大限活用した
供給可能熱量

労働充足率を反映した
供給可能熱量
労働充足率を反映した
供給可能熱量

農地と労働力をともに
最大限活用した
供給可能熱量

1,727

国内生産のみによる
米・小麦中心の作付け

国内生産のみによる
いも類中心の作付け

資料：農林水産省作成
注：１）推定エネルギー必要量とは、１人・１日当たりの「そのときの体重を保つ（増加も減少もしない）ために適当なエネルギー」の推定

値をいう。
２）再生利用可能な荒廃農地（平成30（2018）年：9.2万ha）の活用を含む。

食料自給率指標と食料自給力指標2
（政府基本計画より抜粋）

（単位：％）

平成30（2018）年度
（実績）

令和12（2030）年度
（目標）

供給熱量ベースの総合食料自給率 37 45
生産額ベースの総合食料自給率 66 75
　飼料自給率 25 34
　供給熱量ベースの食料国産率 46 53
　生産額ベースの食料国産率 69 79

資料：農林水産省作成
注：令和12（2030）年度における生産額ベースの総合食料自給率及び食料国産率については、各品目の現状の単価を基準に、TPPの影響

等を見込んでいる。
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２．食料自給力指標
（１）食料自給力指標の考え方と食料自給率との関係
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ることが可能であることから、平素から我が国の農林水産業が有する食料の潜在生産能力を把握し、
その維持・向上を図ることが重要である。
　他方、国民が現実に消費する食料が国内生産によってどの程度賄えているかを示す食料自給率につ
いては、
　① 非食用作物（花き・花木等）が栽培されている農地が有する食料の潜在生産能力が反映されないこと
　② 先進国に比べ経済力が低く、輸入余力が小さい国では、食料自給率が高くなる傾向にあること
　③ 高齢化等による食生活の変化といった消費構造に影響を受けること
　から、我が国の農林水産業が有する食料の潜在生産能力を示す指標としては一定の限界がある。
　このため、我が国の農地等の農業資源、農業者、農業技術といった潜在生産能力をフル活用する
ことにより得られる食料の供給熱量を示す指標として、食料自給力指標（我が国の食料の潜在生産能
力を評価する指標）を提示することとする。
　食料安全保障を確保するためには、農業・農村を国民全体で支えることにより、農業生産の振興
と農村の活性化を図ることが平素の備えとして必要である。食料自給率とともに食料自給力指標を示
すことにより、我が国の農地等の農業資源、農業者、農業技術を確保していくことの重要性について
の国民的な理解の促進と、食料安全保障に関する議論の深化を図ることとする。

（２）食料自給力指標の示し方
　食料自給力指標については、その動向を定期的に検証する観点から、次のように試算を行うこととし、
食料自給率の実績値と併せて、毎年、直近年度の値を公表する。
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国産熱量912 供給熱量
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推定エネルギー必要量
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資料：農林水産省作成
注：１）推定エネルギー必要量とは、１人・１日当たりの「そのときの体重を保つ（増加も減少もしない）ために適当なエネルギー」の推定

値をいう。
２）再生利用可能な荒廃農地（平成30（2018）年：9.2万ha）の活用を含む。
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